
区 立 中 学 校 教 職 員 の 不 祥 事 に つ い て

令和３年２月２日（火）、区立中学校教員が、未成年者誘拐の容疑で逮捕された

ので、下記のとおり報告する。

記

１ 氏名等

《記載削除》（区立中学校教員・４３歳）

２ 概要

令和３年２月２日（火）午前７時７分に、当該教員が自宅から出勤したところ、

竹の塚警察署より任意同行を求められ、未成年者誘拐の容疑で逮捕された。当該

教員は犯行を認めている。

３ 経過

・当該教員はＳＮＳで知り合った女子と、未成年であることを知りながら、令和

２年７月下旬、都内ホテルに連れ込んだ。

・令和３年２月２日（火）、竹の塚警察署から当該教員が勤務する区立中学校に

連絡があり、その後校長からの報告によって、教育委員会として本件を把握し

た。

４ 主な対応

令和３年２月３日（水）午後１時 臨時校長会開催（教育長から綱紀粛正の指導）

下 校 前 当該中学校にて校長から全生徒への説明

午後７時 当該中学校保護者対象の臨時保護者会開催

４日（木）から 当該中学校にて全生徒対象個人面談実施

５日（金） 教職員の服務厳正についての通知発出
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